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１．はじめに
関東地方整備局は、工事の設計変更協議

を円滑に進めるための「設計変更ガイドラ

イン」を平成17年度に公表してから３年

目となります。ガイドラインは既存の通知

等を踏まえ、設計変更における課題や留意

点をとりまとめ、発注者・請負者双方の共

通認識を深めることを目的としてとりまと

めたものです。内容としては設計変更が

「可能なケース」と「不可能なケース」に

ついて具体例を明示し、これまで不明確だ

った「変更手続きフロー」を含めて具体的

に示しています。また、請負者が行うべき

「設計照査の範囲」を超える行為を示すな

どして、適切な設計変更のための指針とす

るものです。

ガイドラインは、片務性の排除と設計変

更をめぐって受・発注者が共通認識をもっ

て設計協議を効率的に行うための実務者用

マニュアルとしています。ガイドラインに

基づき事前に確認し手順を踏むことで、最

終的には後の変更手続きを順調に行うこと

につながります。各地方整備局においても

「設計変更ガイドライン」を整備しそれぞ

れ運用しているところです。

本稿では建設工事における設計変更の現

状をふまえ、設計変更協議が円滑に進めら

れるよう「設計変更ガイドライン」の活用

をいかに進めていくべきかを述べる事とし

ます。

２．設計変更の現状
一般に土木工事では、工事目的物が単品

受注生産のため、その仕様や作業工程の標

準化が難しいほか、同一の目的物であって

も施工条件の違いにより価格や仕様が変化

する特徴をもっています。このため工事契

約にあたり事前の十分な調査・計画・設計

を行い、工事を実施することになります。

しかし、土木工事は工事現場の地形・地質、

気候等の自然条件や周辺住民の生活環境に

応じた対応をもとめられるという社会的条

件の影響を著しく受けることになります。

このように土木工事という性格上、施工条

件は工事の実施過程でも変化したり、予見

しがたい事態が生じることも少なくなく、

把握出来る条件設定のもと設計され、工事

着手されています。従って、契約時点で設

計図書に定められた条件が、現地の条件と

異なる場合には、施工方法や使用材料等の

設計内容について変更することとなりま

す。発注者は予見しがたい事態に備え、円

滑な設計変更が可能となるよう条件明示の

努力が必要となります。また、受注者の施

工条件に対する状況判断の甘さや施工上の

不手際により想定していた状態と変わる事

もあり得ます。工事内容の変更が当初施工

条件の不確定要素によるものなのか見極め

る必要があることはいうまでもありませ

ん。

建設業団体等からの意見には「施工条件

をさらに具体的に」「設計変更を適切に」
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「現場条件の不一致」などがあります。さ

らに、現場条件の変更などに伴い工程が遅

延し現場管理費が必要以上にかかるなどの

意見があります。

ガイドラインが十分に活用されていない

のが現状のようです。また、ガイドライン

に基づく設計変更手続きが現場の体制とし

て整っていないことなどもその原因と考え

られます。

３．ガイドラインの内容
「設計変更ガイドライン」によって受・

発注者双方で課題や留意点について共通認

識をもつことができ、契約関係における責

任の所在の明確化や契約内容の透明性の向

上が図られ、設計変更手続きを円滑に進め

ることができるようになります。

本ガイドラインによって、次のことに期

待できます。

○条件明示が徹底されるようになる

○受・発注者相互において適切な設計変更

手続きが理解できるようになる

○設計変更の迅速な判断が可能となる
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４．設計変更ガイドラインの活用方策と新
たな取組み
現場サイドの受・発注者双方でガイドラ

インの十分な活用が図られていないことが

課題として挙げられます。そこで、ガイド

ラインの活用をいかに進めていくべきかそ

の方策について考えてみたいと思います。

〈活用方策〉

①現在の建設業界の抱える設計変更に伴う

課題について認識してもらうとともに本

ガイドラインの継続的なPRに努める必

要があること。

②新たな取り組みとしての「設計変更審査

会」「三者会議」を有効活用していくこ

と。

③「設計変更が可能なケース」「設計変更

が不可能なケース」、「照査の範囲」等の

内容について事例等に基づき十分な説明

をする機会を設けること。

④特記仕様書にガイドラインの活用を促す

記載を行うこと。

⑤「設計変更審査会」「三者会議」におい

て条件明示のチェックリストに基づき協

議を行うこと。

などが挙げられます。

また、協議の場として以下の「設計変更

審査会」「三者会議」を体制として整え、

設計変更内容についてガイドラインに基づ

き互いに協議をするしくみとして進めてい

きたいと思います。

〈新たな取り組み〉

○設計変更審査会

設計変更の課題に対して、発注者・請負

者相互で設計変更の妥当性（可・否）の審

議や設計変更手続きに伴う工事中止等の判

断等を行う場として開催するものです。
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○三者会議

発注者、設計者、施工者の三者が工事着

手前において一堂に会して事業目的、設計

思想・条件等の情報の共有及び施工上の課

題、新たな技術提案に対する意見交換を行

う場として開催するものです。

５．おわりに
「土木構造物の性格上自然的条件や社会

的条件を強く受ける事から調査・計画段階

で十分検討がなされても設計変更を伴うこ

とはある」が基本であり、「条件明示」が

曖昧であってはなりません。また、「用地

の確保」、「関係機関との調整」「周辺住民

との調整」について発注者の役割分担とし

て努力する義務があると思います。

協議の遅延等により工程が延びることに

ついては「設計変更審査会」などを通じて

双方十分協議を重ね早めの合意を得ること

が必要です。互いのコミュニケーションを

日頃から保つためにも多いにこの審査会の

活用が図られる事を望みます。

今後、さらにガイドラインの周知徹底を

図るとともに適正な設計変更がなされるよ

うガイドラインの改善に努めていきたいと

思います。
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